
     

資料１ 

 

建築確認等のオンライン利用率引上げの基本計画 第三者委員会の設置について 

 

 

＜設置趣旨＞ 

国土交通省は、規制改革実施計画（令和２年７月 17日閣議決定）に基づき、令

和２年 12月に建築確認等の手続きについて、オンライン利用率引上げに係る基本

計画を作成し、令和３年３月に改定をおこなった。また、規制改革実施計画（令

和３年６月１８日 閣議決定）に基づき、令和３年９月に年間 10万件以上の手続

きを追加する改定を行った。本基本計画「６．利用者目線での第三者チェックの

方法と時期（少なくとも年に１回チェックを受け、チェックの概要等については

公表する）」において、「特定行政庁、関係団体からなる会議体を設置し、各年度

当初に前年度の進捗状況の確認を行う。」としており、本委員会を設置し、取組み

の進捗度合い等についてチェックを行う。 

なお、本委員会の概要等は国交省の HP等に公表する。 

 

 

＜検討事項＞ 

・建築確認等に係るオンライン利用率引上げに係る基本計画に基づく取組の進捗度合

い等について 

 

 

＜スケジュール（予定）＞ 

第１回 １２月１５日開催 

※第２回以降は、今後の状況をみて判断する予定です。 

 

 

 


